
 

 

市民税・県民税申告書を 

郵送で提出する場合 

令和８年度 
市民税・県民税 

 申告のお知らせ 
◇アウガ６階申告受付会場 

 令和８年2月１６日（月）～3月１６日（月） 

【8:30～16:00】（土・日・祝日を除く） 

 

〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号 

青森市役所 駅前庁舎 市民税課 普通徴収チーム 

 

※申告期間中（2/２～3/１６）は、申告会場開設に伴い、執 

 務室にいる職員が減数しているため、電話が繋がりにくく 

 なっております。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。 

⑧ ① ⑥ 

② 

◇浪岡庁舎2階中会議室 

 令和８年２月４日（水）～3月１６日（月） 

【9:30～15:00】（土・日・祝日を除く） 

℡：017-734-5193（直通） 

青森地区受付会場 

   アウガ以外に下表日程で申告会場を開設します。 

  ※混雑防止のため郵送での申告にご協力をお願いします 

浪岡庁舎以外に下表日程で申告会場を開設します。 

  ※混雑防止のため郵送での申告にご協力をお願いします 

青森市LINE公式 

アカウントはこちら 

浪岡地区受付会場 

 申告会場の混雑防止の観点から、郵送での申告

書の提出にご協力をお願いします。郵送の場合

は、消えないペンで必要事項を記入し、日中に

必ず連絡の取れる電話番号を記入の上、【本人

確認書類（マイナンバーカード、運転免許証な

ど）の他、④「申告に必要な資料」の写し】
を添えて同封の返信用封筒で３月１６日（月）

までに郵送してください。なお、添付書類は返

却できませんので、ご了承ください。控え（コ

ピー）をご希望のかたは、切手を貼付した返信

用封筒（切手代は各自でご負担ください）と控

え希望の旨のメモを同封してください。※所得

税の還付希望の場合は、税務署へ確定申告書の

提出が必要です。 

 住民税の主な税制改正 

 令和８年度申告分では、以下の点が改正されます。 

(1)給与所得控除の見直し 

 給与所得控除について、最低保障額が65万円に引き上げら

れました。 

(2)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件の見直し等 

  ①同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件が58 

   万円以下に引き上げられました。 

  ②ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額 

   の要件が58万円以下に引き上げられました。 

  ③勤労学生の前年の合計所得金額要件が85万円以下に引き上げ 

   られました。 

(3)特定親族特別控除の創設 

  納税義務者が特定親族（生計を一にする年齢19歳以上23歳

未満の親族等（合計所得金額が123万以下で控除対象扶養

親族に該当しないもの。））を有する場合には、その納税者

本人の前年の総所得金額等から特定親族1人につき45万円

を限度として、特定親族の合計所得金額に応じた金額が控除

されます。 

➡『特定親族特別控除』の控除額詳細は、別紙「令和8年度

市民税・県民税の税額計算等について」4ページをご確

認ください。 

⑦ 

【申告についてのお問い合わせ先】 



 

 

 

◇ 給与収入の場合…源泉徴収票（交付されていない場合は給与の明細等、支給金額の分かるもの） 

◇ 年金収入の場合…受給しているすべての公的年金等（遺族年金、障害年金除く）の源泉徴収票 

◇ 自営業の場合…帳簿・収支内訳書、必要経費の領収書（経費対象となる領収書などの科目ごとに仕分け   

         してそれぞれの合計額を計算した上で持参してください。） 

◇ 雑所得や一時所得の場合…収入金額や必要経費等が分かる証明書 

◇ 社会保険料の領収書や、生命保険料・地震保険料の控除証明書 

◇ 障害者手帳・障害者控除対象者認定書などの障害者控除を受けるための資料   

◇ 医療費控除の明細書・雑損控除や寄附金控除を受けるための領収書等      

（※医療費控除を申告するかたは、同封の『医療費控除の明細書』にご自身で支払った医療費を記入の

上、提出していただく必要があります。） 

  →医療費控除を申告しない場合、同封の「医療費控除の明細書」は破棄して構いません。 

 申告に必要な資料 

市民税・県民税申告関係書類設置場所 

 

※確定申告書をお求めのかたは税務署へお問い合わせください。 

 市民税課では確定申告書を備え付けておりません。 

申告に関する書類は下表の場所でも配布しています。 

また、市のホームページからもダウンロードできます。 

④ 

⑤ 

市民税・県民税の申告方法 

は【青森市 市民税 申告】 

で検索できます！ 

③ 

※詳細は「個人住民税申告の電子化」 

特設ホームページをご覧ください。  

個人住民税の申告するなら 

eLTAXから「マイナンバーカード」を利用し

て個人住民税に関する申告ができます。 

空いた時間に自宅で気軽

に申告してみませんか。 


